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○今治市食と農のまちづくり条例スキーム
（平成17年12月20日今治市議会）

（第10条） 食料の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言 （第９条）

食食食食 基 本 理 念 （第３条） 目 的 （第１条） 農農農農
食と農のまちづくりは、地域の食文化と伝統を重んじ、地域資 食と農林水産業を基軸としたまちづくりについての基本

安全な食料 源を生かした地産地消を推進し、食料自給率の向上と安全で安定的 理念を定め、並びに市、農林水産業者、市民及び事業者等 農林水産業
食育・日本型食生活 な食料供給体制を図らなければならない。また、食の活用により、 の責務を明らかにするとともに、食と農のまちづくりにつ 森林・水源の森
食習慣・食文化 今治市の産業全体が発展し、食と農林水産業の重要性が市民に理解 いて基本的な施策等を定めることにより、市、市民及び事 有機農業・地産地消
いまばりの食 され、家庭や地域において食育が実践されるように行わなければな 業者が主体的に参画し、協働して取り組むまちづくりの推 自然環境の保全

らない。さらに農林水産業においては、農地、山林、漁場、用水そ 進を図り、豊で住みよい、環境の保全に配慮した持続的に

の他資源と担い手を確保し、生態系に配慮した持続的な発展が行わ 発展する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

れるとともに、農山漁村は多面的機能を活用した生産及び交流の場

とし調和が図らなければならない。

評価と検証
国 （第2章第1節） （第７章）

基本的な政策の指針及び基本計画
今今今今 （第４条第３項） （第7条） 公表

愛媛県
地産地消推進計画 食育推進基本計画 有機農業推進計画 遺伝子組換作物の安全確保と交雑の防止 指導（第８条） 実施

連携 治治治治
提言 成果

研究機関 （第37条）

学術機関 市市市市 評価
産 業 界 地域農林水産業の振興 （第3章） 食と農に関する教育・福祉の充実

検証
（第６章）

見直
食と農のまちづくり委員会

調整

市 の 責 務 農林漁業者の楽しみ 食品関連事業者の楽しみ 市 民 の 楽 し み その他の産業の努力 教 育 ・ 福 祉 の 責 務

・普及啓発 ・安全な食の生産と供給 ・地域で生産される食料 ・地域で生産された食を ・食に関する研究、資源 ・学校や施設等での食育

・情報提供 ・地域農林水産業の振興 の積極的な使用 中心とした食生活及び の開発、流通、情報の 活動の積極的な推進

・企画立案及び条例、規 ・教育関係者等と協力し ・食品添加物の安全性の 食育の理解と実践 発信 ・子どもの体験の促進

則等の整備 た食育の推進 確保と衛生管理の徹底 ・生活習慣病の予防 ・特産品開発 ・基本理念の実現に向け

・有機農業の推進 ・基本理念の実現へ向け ・基本理念の実現に向け ・基本理念の実現に向け ・基本理念の実現に向け た施策への積極的な協

・地産地消と食育の推進 た施策への積極定な協 た施策への積極的な協 た施策への積極的な協 た施策への積極的な協 力など

・各種産業の支援など 力など 力など 力など 力など

（条例全般） （第32条） （第33条） （第34条） （第24条） （第17条）

総合的かつ計画的な施策の実施と協働

（地産地消）（第２章第３節） （自給率向上）（第５章） （食育・学校給食）（第11条） （有機農業）（第２章第４節） （担い手支援）（第21条） （地域農業振興）（第19条） （食教育）（第２章５節）


